
令和 5 年 12 月号
群馬県高崎市下之城町５２５番地１

・不動産コンサルティングマスター（7）２７８８号

・宅地建物取引業  県知事免許（4）６６３６号

・賃貸不動産経営管理士（2）第048104号

・ファイナンシャルプランニング技能士

《お得意様だけの不動産に関する情報レポート》 　　☎027-324-3123(代)
あなたの不動産コンシェルジュ
《何なりとご相談ください。》 今月の1枚

２０２０年1月15日コロナ発症が報道され３年を経過いたしました。社会生活から、
経済の激変を起こし、多数の人の死を招きました。ようやくそれが終焉を迎え、コロナ
前の生活、社会環境に戻ろうとしています。しかし、戻りたくても戻れない経済環境や
人の死は、どうにもならない事態ですが、少なくとも今、現在生きている人は、将来の
希望を捨てず楽しい毎日が過ごすことができるように努めてゆきたいものです。
復活しようとしている日本経済も今年１年様々な動きがありました。
来年は、明るい話題の多い年にしたいものですね。

五島列島　堂崎教会
1月号 貸主の正当事由

意外にアパートオーナー様は、簡単に契約中の賃借人との契約を解除できるとお考えの方がいらっしゃいます。
法的には、貸主からの住宅契約の解約は、正当事由がないと解約できません。裁判事例からもよほどの理由がないと困難とお考え下さい。

但し、定期借家契約は、期間を決めて賃貸する方法ですので、借主に債務不履行がなけれな期間満了をもって正当事由なく解約が可能です。

2月号 人生や家庭を守る
２０２５年認知症患者が７千万人超となり、高齢者の５人に一人が認知症患者となります。　認知症になると法律行為は一切できません。

元気なうちに相続対策を立てるとよいのですが、なかなか出来ないものです。任意後見や民事信託で守ることもできますが‼

3月号 空き家譲渡3000万円控除
相続開始のあった日から３年を経過する日の属する年末までに被相続人が居住していた家屋、敷地を売却する場合は3000万円の特別控除

があります。一定の要件はありますが、お得な制度ですので十分検討しておくとよいでしょう。

4月号 令和五年地価公示を読む
コロナ禍の影響が薄れてきた今年の地価は、全体的に全国平均でマイナス圏がなくなりした。当然地域によってばらつきがありますが、

インバウンド景気が今後期待されるとこです。

5月号 生前贈与と不動産税制改正
歴年贈与110万円は、相続人への生前贈与加算が3年間から7年間に延長され、相続対策が厳しくなりました。半面、相続時精算課税制度の

使い勝手が向上されたようです。

6月号 不動産売却益と手当への影響
不動産を売却して所得が増えると、ざまざまな助成金、補助金、手当、健康保険料、老齢年金等に影響を与え、不動産を売却した翌年には

確定申告により、一次的に増額や、支給停止等もありますが、ずっと続く訳ではありません。詳細は、レポート参照

7月号 盛土法規制
2021年7月の静岡県熱海市の土石流災害により新たにできた法律です。すでに宅地造成等規制法により斜面や山間部の造成には規制され

ていましたが、谷などを盛土により埋めて造成する場合は、特別な規制はなく、今回の法律制定となりました。

高崎市も観音山丘陵一帯は、宅地造成規制区域に入っていますが、近年の気候変動による災害が今後心配されますので有効になるとよいで

しょう。その他、土砂災害警戒区域の指定や、浸水想定区域やハザードマップのチェックは必ず確認しておくことが肝要です。

8月号 令和五年度路線価格の趨勢
地価公示価格の動向と同様に都心部や三大都市圏等は明確に地価上昇となって表れてきているが、地方圏は相変わらずマイナス圏も多く

格差拡大となっている。

9月号 令和3年度相続統計
令和3年度全国で相続人一人当たり1819万円の相続税課税、関東信越局管内では669万円、群馬県では552万円、高崎市では559万円

課税されています。相続税納税割合は9.3％となっています。被相続人一人当たり高崎市では1215万円課税されている結果です。

10月号 令和五年度地価基準地価格について
全国、三大都市圏、東京圏は住宅地、商業地、全用途でプラス圏となり、一層コロナ禍からの脱却が明確となってきています。

地方圏はまだマイナス県が約45％もある現状です。余程大きなインパクトがないと地方圏のマイナス脱却は困難ではないかと予想できる
状況です。コロナ禍が過ぎて今後問題となるのが、金利の上昇、為替相場の円安進行、賃金の上昇具合、人手不足が大きな問題となって

浮上してきていますので、地価への影響も心配されるところです。

11月号 マンション相続評価の改正
世界中から投資対象となっている東京のタワーマンションによる節税策がいよいよ封じられることとなります。販売価格と相続税算定価格

との乖離が相続税節税目的となっているからです。来年の相続発生から適用されますが、いつの間にか東京だけの問題でなく、全国の区分

所有マンションまで適用対象となっています。従来マンションの固定資産税評価は、建物所在階には関係しませんですが、実際の販売価格は

所在階数が高いほど同じタイプの専有面積のマンションでは大きく異なってきます。特にタワーマンションはその差が顕著に表れてきます。

マンション贈与、配偶者2000万円贈与は、今年中がベストです。

12月号 令和五年のまとめ
コロナ化の影響が薄れて、以前の状況に戻りつつある日本経済ですが、その中身は大きく変動しています。外需産業の替差益の増大、反面

内需産業は、賃金上昇、人手不足、金利上懸念、少子高齢化社会による需要不足等に安心して年を越すことはできません。どうなる日本‼
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